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１．はじめに 

 

 論文形式のまま特許出願予約が可能な「仮出願制度」の導入の是非が議論になっている。

大学側からの強い要望であるが、この制度が質の高い特許を生み出す努力と逆行するなど

の理由で、産業界の一部からは反対の意見表明がなされている。大学の特許はそもそも産

業界が利用するものであり、そのために有益な特許を創出しようとして提案されているは

ずなのに、この問題自身に産業界は後ろ向きに見える。議論がかみあわない原因は産業界

と大学の側のいずれにあるのだろうか。 

このような産業界の姿勢は、大学研究者の研究成果の機関帰属が制度化され、大学側に

知的財産管理の組織ができたことによって(1)、研究者と特許という問題が、研究者と企業

との利害対立だけではなく、研究者と大学の潜在的利害対立にも移行し、産業界の当事者

意識が薄くなったことに起因する可能性がある。大学法人と研究者の関係を外から見るよ

うになった産業界からは、「仮出願制度」の導入が、大学知財管理機関の負担低減を意図し

たものととらえる傾向もある。 

しかしこの制度で解消しなくてはならない課題は、大学管理機関の負担軽減ではなく、

研究者コミュニティーの自由な研究活動と大学知財の機関管理を両立させることである。

近年の知的財産重視政策を背景にして、知的財産制度を大学研究者と産業界の間に介在さ

せたことで、大学研究の成果公開を遅らせるという状況が生じている。このことが研究者

コミュニティーと大学知財管理機関との間の潜在的利害対立を生んでいることが問題なの

であり、これを緩和するための具体的施策の一つとして「仮出願制度」をとらえることが

適切である。その点、大学知的財産の管理側もこの制度で労度低減ができると考えるのは

間違いで、むしろより手間をかけた知財出願管理が求められることになる。 

本稿はこのような視点で、「仮出願制度」が求められる背景と議論の整理を行ったもので

ある。 

 

２．日本学術会議によるアンケート調査 

 

日本学術会議科学者委員会知的財産検討分科会（藤嶋昭委員長）(2)が、日本の学術団体

に対して知的財産制度の学術活動に対する影響に関して 2008年 3月にアンケート調査を実

施した。この調査によって機関帰属となった研究成果の取り扱い等についての問題点を見

ることができる。アンケート調査は 1632 の日本の学協会へ郵送され、郵送又は電子メール



にて 734 団体より回答が回収された。回収率は 44.9％であった。 

 この調査で明らかになったこととしてまず重要なのは、現在の学術団体の活動に対して、

知的財産制度の影響が確実に及んでいるということである。学術分野における活動（研究、

教育、成果の公表など）に際して、知的財産制度との関わりの有無について問うた結果は

人文社会系の学協会も含めた回答者の 88.2％、566 団体が、かかわりがあると答えている。

さらにその知的財産制度との関わりが学術活動に及ぼす影響についてポジティブなのかネ

ガティブなのかを問うた質問に対する回答が図 1 である。この図で明らかなように、知的

財産制度の影響はポジティブ、ネガティブが拮抗しているという結果となった。 この状況

は学術分野全般に渡って同様の傾向を示しており、特定の学術分野で問題が生じていると

いうことではなく、学術分野全般に知的財産制度が及ぼす好ましくない影響が生じている

ことが分かっている。 

 図 2 には、このようなネガティブな影響が具体的にどのような事由によって生じるかに

ついて示したものである。これをみると、研究成果の公表の遅れが最もポイントが大きく、

これに続いて自由な研究活動を阻害する、あるいは研究成果の社会還元を制約するなどが

主要な理由として現れたことが注目される。このような問題は何時発生したのであろうか。 

同種の調査が過去行われていないために推測になるが、このような問題が顕在化したの

は最近ではないかと思われる。前述した国立大学の法人化の以前、1998 年以降 TLO のみ

が技術移転を実施していた時点では、教員個人帰属の特許を対象とした移転が行われてい

た。この時期の TLO の技術移転に関する実証分析結果(3)では、研究者のエイジェントとし

て活動する TLO のほうが大学機関のエイジェントとして活動する TLO よりライセンス収

入が大きい傾向があった。すなわち研究者側の利益に合わせた行動を行わないと、研究成

果が扱えず技術移転がうまくいかないということを示している。この時点では TLO に研究

成果を預けるかどうかは任意であったので、TLO との関係において、研究成果の遅れなど

の問題はおそらく顕在化していなかったのではないかと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 知的財産制度の影響         図２ ネガティブな影響の原因  
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 知的財産が関与する産学連携活動によって研究成果の公表が遅れる、自由な情報交換が

妨げられるといった問題は、早くから知的財産権を介した産学連携が盛んになった米国や、

日本と同じ時期に制度変更が行われた欧州でも議論されてきた(4)。米国では先発明主義で

あるのでやや事情が異なるが、やはり成果公開の遅れという問題が深刻に受け止められて

いることは留意すべきである。日本は先願主義でもあり、大学の知財スタッフや共同研究

先の企業は、十分な時間をかけて特許出願を行うことを希望し、一方研究者は早期の研究

成果の公開を希望する。このような結果両者の間に潜在的利害対立が生じ、欧米と同様の

研究成果の公表の遅れという問題が日本でも指摘されるようになったと考えられる。研究

者にとって研究成果が出たら一刻も早く論文に投稿するというのは当然の行動である。特

許が先に出ているからといっても、Nature や Science に掲載されるのが早ければ、そち

らのほうが研究者コミュニティーでは評価される。現在の大学研究者の業績評価は、研究

成果の引用回数が最も重視されるが、特許が論文に引用されることはそれほど多くない。

さらに特許の発明者であること自身は、それほど大きな業績とはみなされていない。この

点は日本だけでなく世界中の研究者コミュニティーで同じである。その点、図 2 で最も大

きな問題点として研究成果公開の遅れが問題視されたことも当然であろう。 

 このような問題は根本的には大学が産業界との連携を行うようになったことに起因する。

しかしもちろん産学連携を否定することにはつながらない。大学の責務として教育と次世

代のための研究に続いて、社会への貢献が第三の責務と位置付けられている現在の大学で

は、その有する機能を最大限イノベーションシステムに生かしていくために、この問題を

解決していく必要がある。もう一つの選択は産学連携に特許などの知的財産権制度を介在

させることを見直すということであろう。米国大学との産学連携プロジェクトでは知的財

産権の出願は行わないとした例(5)もあり、技術分野によってはこのような解決方策も考慮

に値する。しかし産学連携における研究成果の知的財産権としての確保は、多くの企業か

ら要請されている事項であり、知的財産を介さない施策を多くの産学連携に当てはめるこ

とは難しい。従って、産学連携に知的財産制度を介在させた際に生じる研究成果公開の遅

れの問題は、知的財産の管理を前提に、何らか別の方法で解決することが必要になる。 

  

３．大学研究室における研究活動の実情と特許出願の管理 

 

 大学研究者が研究成果発表するまでの研究現場のプロセスはかなり複雑で、これを正し

く理解しておくことが問題の整理に役立つ。通常大学研究室では教授、准教授などの研究

室の責任者が、雇用職員や学生とミーティングを繰り返しながら実験を進めていく。研究

室構成メンバーは多様で、外国人留学生や企業からの派遣研究生が含まれることもある。

有力研究室では国内外の研究者の来訪も少なくない。このような多様な研究環境のなかで、

国内外での論文や会議で数多くの発表を行っていることが問題を複雑にしている。 

 自然科学系では決して珍しくない 30 人程度の規模の研究室の場合、年間 20 以上の論文



発表、同数の総説などの記事、100 件近い講演発表を行っているケースもある。年間 100

件発表するということは、平均的にはおよそ 3 日に 1 回何らか発表をしているということ

である（但し学会発表時期は春と秋などの集中する傾向がある）。発表するのは学生を含む

30 人がその時々の最新の成果を発表する。事前に通常毎週行われる会議（通常研究室ゼミ

で行われる）などで事前に教員に内容は伝えてはあるものの、ここが足りないとか補充が

必要などの指導が行われるため、その後の実験で結果が出たらすぐに発表するというケー

スもまれではないだろう。このような環境でより早く発表することが、激烈な競争におか

れた研究室の日常活動である。 

 このような環境で、徹夜で発表を準備している研究者のところに「発表は特許出願して

からにしてください、弁理士を呼びますから明細書ができるまで 1 カ月待ってください」

と要請することは難しい。本来は時間をかけて漏れのない明細書を作成したいと考えてい

る大学知財本部や TLO 側も、このような制約を研究室に順守させることは困難であると考

えていることが多い。その意味で、ここで指摘している大学知的財産管理部門と研究者の

利害対立は潜在的である。 

 しかし「特許出願を先にするまで公開を待ってくれ」という要請が、研究者にとって、

より真剣に考慮される状況もある。企業との共同研究の場合では、共同研究成果公表の際

の事前の連絡などが契約に盛り込まれていることが多く、これを守りやすくするために研

究室内のテーマ割り振りも配慮される。 

かつて国立大学の法人化前には、共同研究の際の契約書には知財条項などが盛り込まれ

ておらず、研究者は大学と企業との契約とは別に研究者個人として秘密保持契約に署名し

ていたケースも少なくなかった。さらに、実際は対価関係のある委託研究や共同研究など

であっても、奨学寄付金を企業が支払い、研究者個人とのあいだで別途秘密保持契約を行

うといったケースも多かった。このような場合に生じる問題があれば、それは研究者個人

と企業との間の問題となる。ただしこの場合特許を受ける権利を企業に譲渡しさえすれば

よいので、大学研究者としては「こういう発表をしますよ」といって企業に論文の下書き

などの情報を渡すことで後の処理は企業が行った。 

現在では研究成果の機関帰属の原則への移行に伴って、秘密保持や知的財産条項を含む

契約主体は大学機関になっており、その点以前とは異なる。つまり共同研究の場合には、

研究者と、研究者を制約する契約の主体である大学機関との潜在的利害の対立が起きる構

図になっている。しかも大学法人の管理下に置かれたことで、発明に関する諸手続と審査

などの手間が以前よりもかかるようになったと感じている研究者も少なくない。共同研究

契約の際の不実施補償の問題に関しても、このような潜在的対立を助長している面もある。 

 このような状況で研究成果公開が遅れる状況では、単独研究と共同研究とで相違はある

ものの、研究者と大学機関または企業との間で利害対立が生じる。この利害対立は潜在的

であっても、大学から数多くの優れた知的財産を生み出すシステムの障害になっているも

のと思われる。 



この問題を解決するために研究成果公開を遅らさない出願方法が必要となる。大学知財

部門が論文や学会発表の数日前の通知に対処できれば、成果公開の問題は大幅に緩和され

るだろう。そのためには請求項を綿密な検討や、弁理士を介して形式要件を整えるなどを

しないで、学会発表要旨や論文をそのまま特許出願に利用できることが望ましい。以降こ

のような施策として「仮出願制度」を考えてみたい 

 

４．諸外国の「仮出願制度」 

 

 論文をそのまま、または最小限の処理で必要事項を付け加えたのみで、特許出願を実質

可能とする制度を本稿では「仮出願制度」と呼ぶ。このような制度の導入の是非が日本で

も議論されている。ここでは「仮出願制度」に関する諸外国の状況を紹介する。 

 米国では、1995 年の法改正により技術を開示した書面を提出し、1 年以内に本出願を行

うことにより、仮出願の出願日が本出願の出願日になるという制度を設けている。仮出願

においても明細書の記載要件（6）を満たす必要があるが、請求項の記載は求められない（7）。

従って明細書として論文をそのまま提出することも可能である。また、仮出願の言語は英

語に限らないため、例えば日本語で作成した論文を仮出願として提出することも可能であ

る。その他、仮出願には以下に記すようなメリットがある。①仮出願の出願日を基準に最

高 21 年間の存続期間、②請求項が不要の他、宣誓書・宣言書も不要、③出願料金が低額、

④米国特許法 102 条(e)の先願の地位の獲得、などである。米国大学の新規の特許出願のお

よそ 70％は「仮出願制度」を利用していると報告されている(8)。  

米国の場合は、先発明主義を採用しているため、このような制度が導入しやすいという

面はある。また米国ではヒルマードクトリン(9)に基づき、米国特許出願の外国優先権主張

日が米国特許庁にされた特許出願に対する先行技術の効力の発生日にはならない。この対

策として仮出願が考慮されることもある。 

日本の大学でも特にライフサイエンス分野の出願では、米国の「仮出願制度」を利用し

ているケースが多いとされる（10）。この場合の利用目的としては、ライフサイエンスや製

薬等の分野の製品は、米国が主な市場であるということが背景にある。この場合は時間的

な余裕はあるので請求項を含む明細書を英文で作成して出願され、論文の草稿がそのまま

出願されることは少ないものと思われる。 

一方、４で述べたような研究現場の特有な環境において学会発表等が迫っていて、出願

書類を作成するために十分な時間が確保できない場合に、緊急回避的に米国に仮出願を行

うという使い方もされている。この場合公表が行われる日より前に出願手続きを完了する

必要がある。日本で「仮出願制度」が必要とされるのはこのようなケースであろう。 

2005 年 4 月に発効した特許法条約（PLT 条約）(11)においても、論文出願に近い方式で

出願日の確保が可能となっている。PLT 条約は各国により異なる国内出願手続きの統一お

よび簡素化による出願人の負担軽減を趣旨としたもので、出願日の認定要件として、請求



項が求められず、言語は何語でもよい。また出願時に欠落していた明細書の一部または図

面の事後補充も可能とされている(12)。 

 欧州では、2007 年 12 月 13 日の改正欧州特許条約(13)の発効により、出願日の認定の要

件が緩和された。EPC 改正の趣旨は，制度ユーザーの手続き簡素化であり，出願日認定や

言語に関する要件緩和，優先権主張の手続き負担軽減等の改正が行われたものである。手

続きの簡素化については、2005 年に発効した PLT 条約と整合させた改正が主な内容となっ

ている。 

これにより請求項は出願時点では不要であり、言語は出願人の国籍は関係なく自由な言

語でよい。さらに先の出願がある場合、明細書のかわりに、先の出願の参照だけで出願す

ることが可能とされる。ただし、出願から 2 か月以内に、先の出願書類と先の出願が公式

言語以外の場合はその翻訳文の提出が必要となる。 

 欧州においては、学会や刊行物としての発表は、新規性喪失の例外の対象にはならない

が、このような簡易な仮出願を行ってから学会発表することで救済策となる。 

 韓国特許法にもここでいう「仮出願制度」とみなしうる、請求範囲猶予制度が 2007 年 7

月 1 日から施行されている(14)。請求範囲猶予制度を利用することで、特許請求範囲を記

載していない状態で出願を可能とし、出願日から 1 年 6 ヶ月以前特許請求範囲を提出して

審査請求を行うことができる。制度の導入趣旨としては、特許出願人に特許請求の範囲の

作成に必要な十分な時間を与えて、その発明の特許請求の範囲を効果的に記載することが

できる基盤を確立するためとしている。制度導入 3 年目の 2009 年には本制度に従って千件

以上が出願されている。 

 このように諸外国においては学術論文等での公表が頻繁に行われる環境において、特許

出願を可能にするための制度についての配慮がなされている。このような背景からわが国

でも大学関係者から「仮出願制度」導入を要望する意見表明が行われている。 

 

        表１ 学術論文による出願に関する各国の現状 

      

 

 

 

 

 

 

 

６．「仮出願制度」導入に関する様々な意見と論点の整理 

 

 寺西(15)は、大学の知財管理に際して論文発表より学会発表の取り扱いが難しいとする。

 

米国 ＥＰＯ 韓国 日本

請求項不要 ○ ○ ○ ×

明細書の言語要件なし ○ ○ × ×

図面やデータ等の事後
補充が可能

○ ○ × ×



特に大きな学会では 1 万人以上の参加者が発表する膨大な内容であり、かつ秋冬に集中す

ること、さらに事前に提出される学会抄録は最小限の内容であることも多く、実際の発表

まで多くの内容が付け加えられるなどの状況から、事前に精査して特許出願を行うことは、

到底不可能であるとして、「仮出願制度」の導入を強く求めている。 

 大学関係者から提案されている「仮出願制度」にもいくつかの考え方の相違がみられる。

もっともシンプルなものとしては、論文形式の出願を可能にするけれども、現行の特許要

件に基づき論文に開示された技術思想のみを厳格に審査するとする考え方がある。これは

出願フォーマットの自由化に近似するとも考えられる。さらに形式要件に加えて補正、分

割出願、訂正、記載要件、サポート要件などの規定を緩和することをあわせて求める意見(16)、

さらには仮出願を行った以降のデータ等の追加も、大学からの出願に限って認めるべきで

あるという大幅な要件緩和を求める意見表明もなされている(17)。 

一方企業の意見としては、「クレーム（請求項）不要などの不十分な公開で出願日確保を

目指す仮出願制度は、発明公開の代償による特許付与の趣旨を満たさない・・・・先願主

義の下での戦略的取り組みを大きく変更する必要性が生じる・・・」等として導入の必要

性なしとする意見の表面が行なわれている(18)。 

 これらの賛成意見と反対意見の整理が行われた「知的財産戦略に関する論点整理（知的

財産による競争力強化・国際標準化関連） 補足資料」(19)によれば、反対意見の根拠とし

ては、出願時に開示した範囲でなければ権利を取得できないため、論文を出願するだけで

は良い権利を取得することは難しい。仮出願時に安価であっても、本出願時にさらに本出

願に係わる費用が発生する。有効な権利範囲が確保されなければ企業は関心を示さない。

世界で制度調和を進めている中で、それに逆行する米国のような制度をそのまま導入する

ことに反対。などがあげられている。 

 論文を出願しただけでは有効な権利が取得できないとする意見は的を射たものであるが、

これは技術分野によっても異なる。たとえば新規物質の研究成果の論文であれば、その物

質についての記載は十分なされているはずで、その点論文における記載だけでも有効な権

利になる可能性が高い。一方機械系などの論文では、実際に行った実験と、本来発明とし

て開示すべき技術思想と乖離があることもあると予想され、その場合は有効な権利になり

にくい。従ってすべての出願を仮出願で行うのは得策ではなく、要所は綿密な明細書を作

成した出願を行い、実施例の追加レベルの実験データを仮出願するなどの組み合わせも必

要になる。 

この制度を利用することで安価になるかどうか、手間が削減できるかどうかという点で

は、そもそも現場で「仮出願制度」を利用しながら、価値の高い本出願に仕立てていくの

はかなりの労力がかかることを考えると、かえって手間もかかるしコストも増加する可能

性が高い。この点をみても、産業界が求める価値の高い特許を創出するための「仮出願制

度」の導入は、コストや労力削減を目的とした制度と考えることは適切でない。 

 制度調和の方向と逆行するという指摘については、論文に近い形で出願日を確保する制



度は、5.諸外国の「仮出願制度」で述べたようにむしろ広がっているともいえる。ただし補

正等を認める柔軟性をどこまで許容するのかなど詳細な制度設計によって、この点の評価

は異なるだろう。 

 

７．まとめ 

 

 日本のナショナルイノベーションシステムをより効果的なものにするために、先端技術

の供給源としての大学と、これを実施する産業界の連携が重要であることは間違いない。

そしてそこに知的財産を介在させる仕組みが導入されたことも産業界のニーズに合致した

ものであり、この仕組みを最大限活用して我が国の競争力に資する知的財産を創出するこ

とが期待される。その点、現在中国の大学から 4 万件近い特許出願がなされるのに対して、

日本の大学からの出願は、はるかに少ない 7000 件程度で停滞している（20）ことから見て

も、日本の産学連携による知的財産創出の機能はまだ十分なものであるとは言えない。し

かし一方でこのような仕組みを推進することが、企業および大学知財管理機関と、研究者

コミュニティーとの間で特許等の出願か研究成果公開かという利害の対立を生むことにつ

ながっている。学術会議のアンケートで示されるような、研究者コミュニティーに対する

ストレスがこれ以上強まる状況は、イノベーションの源泉である研究活動の停滞や、研究

者コミュニティーの産学連携からの離脱にもつながり、大学から優れた知的財産を生むこ

との障害となるため看過できない。この対策として有力な一案として論文をそのまま提出

して出願予約ができる「仮出願制度」が望ましいというのが筆者の意見である(21)。 

 この場合重要なのは論文形式で出願できることであって、結局 PLT 条約の緩和された形

式要件に準じた制度改正に近い制度を設けることになる。産業界が懸念する「先発明に近

い改正となるのではないか」、あるいは「特許の質が低下するのではないか」という指摘も、

大学が出願人である場合の特例的な取り扱いや、事後のデータや実施例の提出、補正等の

大幅な要件緩和を伴うようなものでなければ、大きな問題は生じないだろう。「外国にない

制度を設けるべきではない」という意見に対しても、仮にその制度が日本固有であっても、

他の制度と干渉することが少なく、多様な制度ユーザーのニーズにこたえられる制度であ

れば導入するべきであると考える。例えば産業界から提案されているライセンス・オブ・

ライト制度(22)の導入については、「仮出願制度」と逆に大学や公的研究機関のニーズは少

ない。しかし他の制度への影響が少なくオプションとして利用できる制度という意味では

国際調和という面でも支障があるとは思えない。「仮出願制度」も同じように考えてよい。 

 一方、大学知的財産の管理側もこの制度が出願業務の負担軽減につながると考えるのは

間違いである。研究現場で発表が迫る中時々刻々変化する研究成果に合わせて、適切な出

願対応を行い価値の高い特許に仕立てていくのは容易ではない。この点むしろ「仮出願制

度」が導入されることで知的財産管理の手間は増すことも予想される。その対応のために、

研究現場にプロジェクト費用の間接費で雇用するリサーチアドミニストレーター(23)を配



置し、研究者の側に立って適切な出願対応を行っていく制度を設けることも必要になろう。 

 大学からの知財制度改革の要請としては仮出願の他に特許法 30条の指定団体指定制度の

廃止（24）や、グレースピリオドの延長なども提案されている（25）。前者はインターネッ

ト公開が新規性喪失の例外に適応されていることを鑑みても、指定制度は廃止するのが妥

当であろう。後者については、国際調和等の観点から議論があるところであるが、紙面の

関係でここでは割愛する。 
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